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ハーモニーでは見学や作業体験を随時実施しております。お気軽に電話にてお問い合わせください。 

 

◇活動日・活動時間◇            ◇お問合わせ番号◇ 

月～金曜日（祝日、年末年始除く）          ０４９３-５６-４８７５ 
９:００～１６:００ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 4日（木）に夏祭りを行いました。ワタミ手づくりマーチャンダイジング株式会社様ご提供のお惣

菜とそうめんをいただきました。その後、余興として①職員による南京玉すだれ②紙芝居③ペットボトル

ピンに見立てて使ったボーリング④○×クイズ⑤ビンゴゲームを行いました。 

ボーリングでは、力強いフォームで投げた方や慎重に転がす方など工夫してピンを倒していました。○

×クイズでは、ハーモニーに来ていた実習生にも出題していただきました。ビンゴゲームでは、利用者様

からリクエストのあった生活用品を景品にしました。準備や片づけを利用者様にご協力頂きました。後日、

利用者様から感想を伺いましたが「紙芝居は毎回やってほしい」「ビンゴゲームがおもしろかった」「ボー

リングはペットボトルのピンやボールを工夫するともっとよかったと思う。」など、様々な感想をいただ

き、全体的に楽しめた方が多かったようです。 

 

☆夏祭り☆ 
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ハーモニー  
昭友会のホームページ  

http://www.kokoro.or.jp 

〒355-0811 

埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 496番地 5 

 TEL 0493-56-4875/FAX 0493-56-4877 
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新規利用者募集中！！ 

 前号で、就労支援センターに相談を開始した方の話を掲載しました。その中で、平成 28年 9月、就職

に結びついた方を紹介します。その方は、ハローワークの障害者委託訓練にて食品工場で清掃業務を 3週

間行い、その後、その工場に就職が決まりました。平成 21年からハーモニーの利用を開始し、施設外就

労に参加しながら、体力をつけ、職場でのコミュニケーションなどを学び、今年 4月に就労支援センター

への相談を開始されました。実際に業務を体験したことで仕事内容や職場環境がわかり、徐々に就職への

意欲が固まっていったようです。就職が決まり、決意を伺った所、「やる事がわかっているので、緊張な

く仕事ができると思います。」と力強いお言葉をご本人からいただきました。 
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6月 21日（火）、防災訓練を実施しました。

地震による火災がハーモニーのキッチンで発

生したと想定し、隣の森林公園メンタルクリ

ニックの駐車場に避難しました。全員が避難

した後、職員が人数確認を行うのですが、ク

リニックのデイケアの利用者も避難してお

り、人数確認に手間取る場面がありました。 

今後の課題が見つかりましたので、次回に繋

げてまいります。 

その後、消防署員より消火器の使い方につ

いて学びました。消火剤ではなく水が出る練

習用の消火器を用いて、実際に手順を確認し

ながら利用者様を中心に消火活動に参加して

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設外就労では、落ち葉を集める作業が始まりました。黄色や 

茶色の葉っぱを見ると、秋の訪れを感じます。しかし、ハーモニー 

の玄関には、まだまだ元気なヒマワリが咲いています。 

 

 

 

障害者総合支援法での障害福祉サービスを利用する場合は、お住まいの市町村より障害福祉サービス

受給者証が発行されます。市町村により受給者証の様式に多少の違いはありますが、当然ながら内容は

変わりません。受給者証には、利用するサービスの種別、支給量、支給決定期間、利用者負担上限月額

などが書いてあります。これをハーモニーに当てはめますとサービスの種類は就労継続支援 B 型、支給

量はひと月のハーモニーの利用回数が書かれ、支給決定期間はハーモニーを利用できる期間が書いてあ

ります。ハーモニーの利用者様は 1 年間の方が多いです。支給決定期間以降もハーモニーを利用する方

は、受給者証更新の手続きが必要となり、手続きは市町村の窓口で行います。ハーモニーでは、受給者

証の有効期限が切れる前に利用者様に更新時期のアナウンスをしています。 

 自立支援医療の受給者証や生活保護の受給者証など、『受給者証』と名前の付いたも 

のが他にもあるので、「ハーモニーで使うのはどれだったっけ？」と 

迷ってしまう場合もありますが、多くの利用者様が更新の手続きを繰 

り返すことで慣れていきます。 

ハーモニーは 9 月で 7 年を迎えました。たた

み作業から始まり、内職作業、施設外作業、施設

外支援等、様々な仕事を外部の企業様から頂きな

がら利用者様の自立を支援しております。退所さ

れる方、新規で利用される方や不安定で入院され

る方もいらっしゃいます。病状の悪化を防ぐため

職員が毎日係わりながら、より安定した生活が出

来るように支援しています。 

作業所は工賃を得ることだけでなく、人との関

わり方を学ぶ事も大きな目的の一つです。利用者

様には、一般就労へ向けての訓練の場であり、工

賃を得る事は作業する上で励みとなり、生活の安

定につながり、結果として自立へ向けての原動力

となっている事も紛れもない事実です。 

今後も利用者様にとりまして更なる自立した

生活が営めるよう、職員一同取り組んでいきたい

と思います。 

（サービス管理責任者 大橋） 

 

 

 

 

 

 

 

受給者証って何？ 

編 集 後 記 
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職職員員かかららののメメッッセセーージジ 防防  災災  訓訓  練練 


